
郵便番号

住　　所

氏　　名

印

1,582 ｋｌ

293 台

ｔ－CO2

第１号様式

エネルギー起源の二酸化炭素
以外の温室効果ガスの排出の量

自動車の台数

原油換算エネルギー使用量

事 業 者 の 規 模

　川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例第９条第１項（同条第４項において読み替えて準用する

（第１面）

神奈川県警察本部

規則第４条第４号該当事業者

※
特
記
事
項

 ※事業者番号

（あて先）川崎市長

担 当 部 署 名

所 在 地

電話番号

総務部施設課

場合を含む。）の規定により、次のとおり提出します。

治安警備

神奈川県警察本部

98

ＦＡＸ番号

０４５－２１１－１２１２（内２２６５）

規則第４条第１号該当事業者

事業活動地球温暖化対策計画書

主 た る 事 業
の 業 種

事 業 者 の 氏 名
又 は 名 称

該 当 す る 事 業 者
の 要 件

231-8403

神奈川県横浜市中区海岸通２丁目４番

神奈川県警察本部長　島根　悟

神奈川県横浜市中区海岸通２丁目４番

規則第４条第２号該当事業者

規則第４条第３号該当事業者

※
受
付
欄

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

川崎市中原区木月４－３７－１

　　　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

担当部署

上記以外の事業者（任意提出事業者）

公務（他に分類されるものを除く） 

地方公務

連 絡 先

メールアドレス

主 た る 事 業
の 内 容

中分類

Ｓ大分類

shisetsu01@police.pref.kanagawa.jp

０４５－６６３－５９４１



（第２面）

計 画 期 間 平成28年度　　～　   平成30年度

温室効果ガスの排出の量の
削減を図るための基本方針

別添　指針様式第１号のとおり

温室効果ガスの排出の量の
削減に向けた組織体制

別添　指針様式第１号のとおり

温室効果ガスの排出の量の
削減目標及び温室効果ガス
の排出の量

別添　指針様式第１号のとおり

温室効果ガスの排出の量の
削減目標を達成するための
措置の内容に係る事項

別添　指針様式第１号のとおり

他の者の温室効果ガスの排
出の抑制等に寄与する措置
に係る事項

別添　指針様式第１号のとおり

その他地球温暖化対策の推
進への貢献に係る事項

別添　指針様式第１号のとおり

備　　　考

　　 ５　氏名（法人にあっては、その代表者)を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあって
        は、その代表者）が署名することができます。

備考 １　欄内にすべてを記載できない場合は、別紙により提出してください。
　　 ２　ォのある欄は、該当するォ内にレ印を記載してください。
　　 ３　計画書には、事業活動地球温暖化対策指針に定める資料を添付してください。
　　 ４　※印の欄は記入しないでください。



様式第１号　　　　　　　　　　　　（第１面）

１　温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本方針

事業活動地球温暖化対策計画

２　温室効果ガスの排出の量の削減に向けた組織体制

○　神奈川県警察は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき策定した中長期
  計画で年1パーセントのエネルギー効率化を目標とした省エネ対策を推進する方針で
  ある。
○　ＩＳＯ１４００１の基本方針であるＰＤＣＡサイクルに基づいた神奈川県環境マネ
  ジメントシステム環境方針を踏まえ、エネルギー対策に取組む。
○　自動車対策として、車両を新規に購入する際は低公害車の導入に配慮する。また警
  察業務の特殊性及び業務への影響を踏まえた上で、アイドリングストップをはじめと
  したエコドライブの推進を図る。

　上記、神奈川県警察の基本方針に基づき、川崎市内各警察署等においても同様に推進
する。

神奈川県警察本部長

計画管理責任者
総務部長

計画推進責任者
総務部総務課長

事務局

技術管理者
総務部施設課課長補佐

本部庁舎（推進責任者）
各所属長

警察署（推進責任者）
各所属長（川崎市内１０ヶ所）

計画推進補助者 計画推進補助者 計画推進補助者



様式第１号　　　　　　　　　　　　（第２面）

基 準 年 度 年度 目 標 年 度 年度

（実） 2,932 （実） 2,844

（調） 2,682 （調） 2,602

（実） 3.0 （実） 88

（調） 3.0 （調） 80

　 イ　基準排出量原単位等と目標排出量原単位等

原 単 位 の 活 動 量 単 位

基 準 年 度 の 値 目 標 年 度 の 値

削 減 率 ％

 延床面積、生産数量
 以外の原単位を使用
 した場合の理由

　 ウ　目標設定に関する考え方

 (２) 温室効果ガスの排出の量の削減目標（全社目標）

t-CO2

３　温室効果ガスの排出の量の削減目標等（第１号、第２号、第４号該当者等）

 (１) 温室効果ガスの排出の量の削減目標及び温室効果ガスの排出の量

　 ア　基準排出量と目標排出量

27 30

t-CO2基 準 排 出 量 目 標 排 出 量

削 減 率 t-CO2削 減 量

　エネルギー使用の合理化に関する法律に基づく中長期計画では、老朽化した機械設備の更新に
併せた高効率な機械設備の導入、無駄を省く効率的な機械設備の運転など、ハード、ソフト両面
での対応で、エネルギー使用に関する削減目標を毎年度１％としており、本計画についても同様
に考えとするため、平成27年度の二酸化炭素基準排出量を基準とし、毎年度１％の削減を目標と
する。

％



様式第１号　　　　　　　　　　　　（第３面）

４　温室効果ガスの排出の量の削減目標等（第３号該当者等）

 (１) 温室効果ガスの排出の量の削減目標及び温室効果ガスの排出の量

基 準 年 度 年度 目 標 年 度 年度

（ 実 ） 1,351 （実） 1,351

（ 調 ） 1,351

（ 実 ） 0.0 （実） 0

　 イ　基準排出量原単位等と目標排出量原単位等

原 単 位 の 活 動 量 単 位

基 準 年 度 の 値 目 標 年 度 の 値

削 減 率 ％

 走行距離、輸送量
以外の原単位を使
用した場合の理由

　 ウ　目標設定に関する考え方

 (２) 温室効果ガスの排出の量の削減目標（全社目標）

　 ア　基準排出量と目標排出量

○　平成27年～30年の３年間で、車両台数の大幅な増減はないと見込まれる。しかし、県民要望
　の高い各種治安対策や見せる警ら活動などを推進する場合、同時に車両走行距離が伸びること
　から、次のような自動車対策を推進し、二酸化炭素排出の削減に努める方針である。
１　エコドライブの推進
　　全職員に対し、不要資機材の不積載、タイヤの空気圧のチェック、道路交通情報の活用、加
　減速の少ない運転アイドリングストップ等について資料を作成し、指導教養を徹底する。
２　低公害車の導入
　　新規に車両を購入する際は、低公害車の導入に配慮し、二酸化炭素排出量の削減に努める。

平成27 平成30

基 準 排 出 量 t-CO2 目 標 排 出 量 t-CO2

削 減 率

走行距離

0.4398

t-CO2/千km

0.4398

％ 削 減 量 t-CO2

0.0



５　温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の内容に係る事項

 (１) 温室効果ガスの排出の量の削減のための措置の内容

様式第１号　　　　　　　　　　　　（第４面）

 事業所等に係る
 温室効果ガスの
 排出の量の削減
 を達成するため
 の具体的措置

 (第１号、第２
 号、第４号該当
 者等)

 自動車に係る温
 室効果ガスの排
 出の量の削減を
 達成するための
 具体的措置

 (第３号該当者
 等)

○　推進体制の整備
　　ＩＳＯ１４００１の基本方針であるＰＤＣＡサイクルに基づいた神奈
  川県環境マネジメントシステム環境方針を踏まえ、エネルギー対策に取
  組むように努める。
○　管理基準の作成･変更
　　設備の省エネ対策を徹底するため、主要機器を中心に管理基準の見直
　しを図る。
○　事務用機器、民生用機器対策
　　事務用機器等の不要時の電源遮断等を職員に周知徹底し、各種省エネ
  対策に努める。

○　推進体制の整備、エコドライブの実施
　１　総務部装備課を中心に、各所属の安全運転管理者、整備管理者等を
　　通じ、全職員に排出量削減に向けた取り組みの周知を図る。
　２　業務への支障に影響がない範囲で、アイドリングストップ及び急発
    進・急停車の防止に努め、燃費効率を向上させる運転に取り組む。
○　車両の保全管理
　　整備管理者の日常の車両整備のほか、装備課による定期的な巡回整備
　を実施する。
○　低燃費車の導入
　　新規に車両を購入する際は、業務への支障がない範囲で、低公害車等の
　二酸化炭素排出量 の少ない車両の導入を目指す。



様式第１号　　　　　　　　　　　　（第５面）

 (２) 再生可能エネルギー源等の利用計画及び前年度末における利用実績

　 ア　再生可能エネルギー源等の利用に係る考え方

　 イ　再生可能エネルギー源等の利用計画及び利用実績

設備等の種類 概要(規模、導入場所、性能等) 導入年度 備考

　 ウ　再生可能エネルギー源等の価値の保有計画及び保有実績

種　　類 概要(規模、場所等) 保有年度 備考

 (３) 基準年度の末日までに完了した主な対策内容

再生可能エネルギー設備等の導入については、基準年度以前から積極的な取り組みを行ってい
る。
具体的には、これまで次のような実施している。
○太陽光発電設備の導入、規模：10kw　場所：多摩警察署（平成24年度）
○長時間点灯する執務室へLED照明の導入、導入本数40w×98本　場所：宮前警察署（平成24年
度）
○太陽光発電設備の導入、規模：10kw　場所：川崎臨港警察署（平成26年度）

川崎市内の警察署等の建替え及び大規模改修の際には、太陽光設備等を取り入れた庁舎の整備を
計画する。



○　信号機や交通管制システムの高度化による交通の円滑化の推進
○　グリーン購入の推進
○　廃棄物の減量化・分別化の推進

様式第１号　　　　　　　　　　　　（第６面）

６　他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する措置に係る事項

７　その他地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項

　なし



様式第１号　　　　　　　　　　　　（第７面）

８　前年度の温室効果ガスの排出の量等の実績

 (１) 事業者単位

　 ア　第１号、第２号、第４号該当者等

（実）

（調）

（実）

（調）

 (２) 事業所等単位（第１号、第２号該当者等）

　 ア　年間の原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が 1,500kl 以上の事業所の一覧

事業所の名称

t-CO2
t-CO2
t-CO2
t-CO2

　 イ　年間の原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が原油換算で 500kl 以上 1,500kl 未満の事業所の一覧

事業所の名称

t-CO2
t-CO2
t-CO2
t-CO2

　 ウ　年間の原油換算ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量が原油換算で 500kl 未満の事業所の一覧

 (３) 事業所等単位（第４号該当者等）

　 ア　物質ごとの年間の温室効果ガスの排出の量（二酸化炭素換算）が 3,000ｔ以上（二酸化炭

　 　素の場合はｴﾈﾙｷﾞｰ使用に伴い排出したものを除く。）の事業所の一覧

事業所の名称

t-CO2
t-CO2
t-CO2
t-CO2

　 イ　物質ごとの年間の温室効果ガスの排出の量（二酸化炭素換算）が 3,000ｔ未満（二酸化炭

　 　素の場合はｴﾈﾙｷﾞｰ使用に伴い排出したものを除く。）の事業所の数

事業所の所在地
日本標準産業分類

細分類番号
温室効果ガス
の排出の量

事業所に係る
事業の名称

300～400kl 未満

温室効果ガス
の排出の量

日本標準産業分類
細分類番号

事業所数

事業所の所在地
事業所に係る
事業の名称

事業所に係る
事業の名称

日本標準産業分類

細分類番号

3

エネルギー使用量の規模

400～500kl 未満

1

2

100～200kl 未満

200～300kl 未満

温室効果ガス
の排出の量

100kl 未満 6

事業所の所在地

事業所数

2,682

1,351

t-CO2

t-CO2

2,932

1,351

　 イ　第３号該当者等



様式第１号　　　　　　　　　　　　（第８面）

９　自動車の使用状況（第３号該当者等）

 (１) 車両の種別　（前年度末日時点）

293 台

普通貨物自動車 11 台

小型貨物自動車 7 台

大型バス 0 　台

マイクロバス 1 台

乗用自動車 116 台

特種自動車 158 台

 (２) 燃料の種別　（前年度末日時点）

293 台

電気自動車 0 台 0.0 ％

天然ガス自動車 0 台 0.0 ％

メタノール自動車 0 台 0.0 ％

ハイブリッド自動車 2 台 0.7 ％

プラグインハイブリッド車 0 台 0.0 ％

燃料電池自動車 0 台 0.0 ％

水素自動車 0 台 0.0 ％

ガソリン自動車（ハイブリッド除く） 245 台 83.6 ％

ディーゼル自動車（ハイブリッド除く） 46 台 15.7 ％

ＬＰＧガス車 0 台 0.0 ％

その他 0 台 0.0 ％

うち低燃費車※の台数 31 台 10.6 ％

※低燃費車とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき定められた燃費基準（トップ

    ランナー基準）を早期達成している自動車をいう。

内訳

内訳

総　数

総　　　数
台数

台数 比率


